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企業価値向上に向けた取り組みについて(PBR１倍早期達成に向けた施策) 

 

 当社は、2022 年 5 月に発表した 5 カ年中期経営計画に基づき、各種施策を推進しております。中期経

営計画期間中の経営指標の実績・予想および最終年度の目標は以下の通りです。 
 

項目 
2023年 3 月期 

(実績) 

 2024年 3月期 

(実績) 

 2025年 3月期 

(予想) 

2027年 3 月期 

(目標) 

営業利益率 4.7% 5.0% 6.8% 8.7% 

ROE 5.2% 8.5% 8.3% 10.0% 

自己資本比率 57.9% 56.4％ 50％以上 50％以上 

EPS 162円 294円 313円 333円 
 

しかしながら、市場における当社の評価は、10月 30日時点の株価終値 2,640円で PBR 0.74倍と、依

然として 1倍を下回っており、十分な評価を頂けていない状況が続いております。 
 

改善に向けて、今後は以下の６項目を実行してまいります。 

１）業績計画の達成 

当第 2四半期において、当社は 5期ぶりに営業黒字を達成いたしました。豊富な受注残高を背景に、

今期の業績目標の達成に全力を尽くしてまいります。受注動向も堅調な推移を見せており、中期経営計

画の達成に向けて、プロジェクトの進行管理や調達コストの削減を一層強化し、目標の実現に向けて取

り組んでまいります。 

 

2）株主還元方針の見直し 

現中期経営計画で発表している「自社株買いを含めた総還元性向 50％以上を目指す」という方針に

基づき、株主還元を実施しております。より充実した株主還元および安定的・継続的な配当の観点か

ら、新たに配当性向について税引後営業利益（NOPAT）の 60％以上を目指すとする指標を設定し、以下

の通り株主還元方針の見直しを決定いたしました。 

この方針見直しに伴い、2025 年 3 月期の配当予想を 120 円に増額いたします。詳細は別途「配当予

想の修正（増配）に関するお知らせ」にてご確認ください。 

 



 

2 
 

変更前 変更後 
配当の方針につきましては、安定した利益還元

の継続を基本としておりますが、連結業績と当社
の資金需要、財政状態も総合的に勘案し、株主の
皆様の期待にお応えしていきたいと考えており
ます。その指標は中期経営計画で公表しておりま
す通り、自社株買いも含めた総還元性向 50％以
上を目指しております。 
 
 
内部留保資金の使途につきましては、カーボン

ニュートラル対応などの重要戦略推進による企
業価値の継続的な向上のための設備投資や研究
開発、事業の拡大などに活用することを基本とし
ております。 

配当の方針につきましては、安定した利益還元
の継続を基本としておりますが、連結業績と当社
の資金需要、財政状態も総合的に勘案し、株主の
皆様の期待にお応えしていきたいと考えており
ます。その指標は中期経営計画で公表しておりま
す通り、自社株買いも含めた総還元性向 50％以
上を目指しております。同時に、配当性向につき
ましては、税引後営業利益(NOPAT)の 60％以上を
目指しております。 
内部留保資金の使途につきましては、カーボン

ニュートラル対応などの重要戦略推進による企
業価値の継続的な向上のための設備投資や研究
開発、事業の拡大などに活用することを基本とし
ております。 

 

３）政策保有株式縮減方針の変更 

政策保有株式の縮減方針について、2029 年 3 月末までに政策保有株式の純資産額に対する比率を

20％以下とする計画でしたが、これを 2年早め、2027年 3月末までに達成することといたしました。 

 

４) 有利子負債を含む資産の圧縮 

  ROEおよび資本効率の改善を目的として、政策保有株式の売却資金を活用し、自己株式の取得を進

めるとともに、有利子負債の削減により資産の圧縮を図ってまいります。また、当期より以下の基準

の達成に努めてまいります。 

  ・自己資本比率：50％以上 

・借入金依存度：10％以下 

 

５）取締役会(ガバナンス)体制改革 

「経営の意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離を推進し、取締役と執行役員の役割と責

任をさらに明確化することで、経営判断と業務執行のスピード向上を図ります。これに伴い、来年 6

月に開催予定の定時株主総会において取締役の人数を削減し、社外取締役の人数を社内取締役と同

数以上にすることを株主の皆様にご承認いただき、取締役会の実効性を高め、ガバナンスの高度化を

推進します。 

さらに、同じく来年 6 月に開催予定の定時株主総会では、定款を変更し、取締役の任期を 1 年に

短縮することについてもご承認をお願いし、経営に一層の緊張感をもたせるため、毎年の定期株主総

会で取締役の選任に対する賛否を問う体制に変更いたします。 
 

６）サステナビリティ経営の推進  

   サステナビリティに関する取り組みの目標や成果を、ホームページなどを通じて積極的に開示し、

ステークホルダーの皆様と適時情報を共有することで、企業価値の向上に努めてまいります。また、

多様性確保に関する自主的かつ測定可能な目標については、測定範囲を連結ベースに拡大した上で、
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変更いたします。特に、未達となっている女性管理職比率 5％以上の目標達成に向けて全力を尽くし

てまいります。 

   

これからも、投資家の皆様から信頼されるよう努めてまいります。今後も、多くの皆様に当社を長期的か

つ安定的にご支援いただけるよう、引き続きよろしくお願い申し上げます。           

以上 


